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米沢市教育委員会 

        教育指導部長 
 

中学校の再編統合に関する取組について（お知らせ） 
 

米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及び推進ロードマップに基づき進めております中学校の再編統合

に関わる主な取組の進捗状況について、お知らせいたします。 
 

１ 統合中学校の校名の決定について 

令和８年度及び令和１１年度に開校を予定している統合中学校の校名が決定しました。 

校名決定にあたり、本市にお住まいの方や本市の中学校を卒業した方で市外にお住まいの方を対象として、 

「校名案の募集」を実施しました。応募いただいた皆様、誠にありがとうございました。 

応募総数は、３６１件でした（二中・三中の統合中は１３０件、四中・六中の統合中は１１３件、一中・ 

  五中・七中の統合中は１１８件）。応募いただいた校名案について、「米沢市立中学校校名検討委員会」で新 

たな統合中学校の校名にふさわしいものを選定していただいた後、米沢市教育委員会において決定いたしま 

した。 

この３つの統合中学校の校名には、今までの各中学校の学校文化を大切にしつつ、新しい統合中学校の学 

校文化を新たに築きながら、子ども達一人ひとりが未来へ向けてはばたいて行くための学び舎となることを 

願いその学び舎の建つ方角を表す文字を組み合わせています。決定しました校名と校名に込めた想いは次の 

とおりとなります。 

【令和８年度開校予定】 

〇第二中学校及び第三中学校の統合中学校 

（現二中敷地に新設） 

〇第四中学校及び第六中学校の統合中学校 

（四中校舎を使用） 
 

【令和１１年度開校予定】 

〇第一中学校、第五中学校及び第七中学校の統合中学校 

（一中校舎を使用） 
     

〈校名に込めた想い〉 

米沢に生きる人々が、上杉鷹山公以来、脈々と受け継ぎその心に根付いている「為せば成
．
る」の精神を 

子ども達の学び舎となる新たな統合中学校の名に配して、本市の子ども達の誰もが「為せば成
．
るの精神で 

成
．
し遂げてほしい」、「がってしないで成

．
長し続け未来へ向けて飛躍してほしい」という想いを込めました。 

また、３校のいずれの統合中学校で学ぶ子ども達みんなが同じように自分の目指す未来へ向かって何事 

も成し遂げてほしいという想いを込めて、３つの個性を明確に表す意味から「南
．
」、「北

．
」、「東

．
」を冠して 

います。 

 

２ 統合中学校の開校に伴う新しい制服について 

統合中学校の開校時において、全学年新制服で揃うように、統合中学校の開校前の各中学校の入学者から、 

順次、新しい制服を着用していただくことになります。新制服の着用開始スケジュールは、次のとおりにな 

ります。 

（１）「第二中学校・第三中学校・第四中学校・第六中学校」 

➡ 令和６年度の新入生のみなさんから新制服を着用していただきます。 

（２）「第一中学校・第七中学校」 

➡ 令和９年度の新入生のみなさんから新制服を着用していただきます。 

 ※第五中学校 ➡ 令和６年度の新入生のみなさんは現行制服（一中制服）となります。 

※第一中学校・第七中学校 ➡ 令和 8年度の新入生のみなさんまで現行制服となります。 
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３ 通学区域の変更について【令和８年度に中学校へ入学されるみなさんから】 

    米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画に基づき、本市の小中学校教育における「小中一貫教育」 

を推進するために、一つの小学校から全員が一つの中学校へ進む環境を整えます。 

令和 8 年度の南成中、北成中の開校にあわせて、次のとおり通学区域の変更を行います。 

〇現「第二中学校」の通学区域の変更 

       現在の「第二中学校」の学区の一部（興譲小学区・中部地区）を一中学区へ変更します。 

〇現「第四中学校」の通学区域の変更 

現在の「第四中学校」の学区の一部（興譲小学区・中部地区）を一中学区へ変更します。 

〇現「第一中学校」の通学区域の変更 

現在の「第一中学校」の学区の一部（南部小学区・南部地区）を「南成中学区」へ変更します。 

なお、上記のとおり通学区域が変更となる令和８年度をまたいで、上記のいずれかの中学校に進学予定 

の兄弟姉妹がいる場合、希望により兄弟姉妹が同一の中学校へ進学できるように特例措置を講じます。 

 

４ 米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップの見直しとパブリック・コメン 

トの実施について 

   本市における小学校及び中学校の再編統合に関する基本方針等を定めている「米沢市立学校適正規模・適 

正配置等基本計画」と再編統合のスケジュールを記載した「ロードマップ」の見直しを行っています。次の 

日程により見直し案に係るパブリック・コメントを実施いたしますので、ぜひご意見をお寄せください。 

  （１）パブリック・コメント意見募集期間  令和６年２月１日（木）～２月２０日（火） 

  （２）パブリック・コメントへ参加される方はこちらからどうぞ！ 

                   

URL：https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/8023.html 

                  

 

 

５ このお知らせに記載している内容に関する御意見、御感想及び御質問等について 

  今回、中学校の再編統合に関する最新の情報をお届けいたしました。今後も再編統合の進捗状況について、 

保護者の皆様へ正確な情報をお届けするために、随時、お知らせのプリントをお送りする予定です。 

  つきましては、中学校の再編統合に関して御不明な点、御気付きの点又は御意見等がありましたら、下記 

フォームからお寄せくださいますようお願いいたします。 

なお、お寄せいただきました御質問等について、集約をしたうえで、後日、市ホームページ等に回答 

等を掲載させていただく予定です。 

 

「中学校の再編統合に関する御質問・御意見・御感想に関するフォーム」 
 

URL：https://apply.e-tumo.jp/city-yonezawa-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10287 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）米沢市教育委員会教育指導部 学校教育課適正規模・適正配置推進担当 

電話（２２）５１１１ 内線７３０１・７３０２ 

 

○ このフォームへの入力は、令和６年３月２９日（金）まで有効です。 

○ 内容を入力後、必ず 申込む のボタンを押してください。 

○ スマートフォン等での回答が難しい場合は、下記担当まで 

御相談ください。 
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